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災害時の臨床検査技師の派遣及び臨床検査薬等の供給に関する協定書

高知県（以下「甲」という）、一般社団法人高知県臨床検査技師会（以下「乙」

という）及び一般社団法人日本臨床検査薬卸連合会中国四国臨床検査薬卸連合会

（以下「丙」という）は、災害時の臨床検査技師の派遣及び臨床検査薬等の供給に

ついて、次のとおり協定を締結する。

（総則）

第１条 本協定は、高知県内外で地震、風水害その他の大規模な災害が発生した場

合に、甲、乙及び丙が相互に協力して実施する臨床検査技師の派遣及び臨床検査

薬等の供給に関し、必要な事項を定める。

（要請）

第２条 甲は、災害救助法の適用となる災害における医療救護活動の実施に際し、

臨床検査体制の確保を図る必要があると認めたときは、乙には臨床検査技師の派

遣を要請する。

２ 前項の要請に基づく臨床検査技師の活動に必要となる臨床検査薬等は、甲から

丙に供給を要請する。

３ 甲は乙の活動以外において、必要に応じて丙が手配可能な臨床検査薬等の供給、

丙が手配するもの以外の臨床検査薬等の輸送を要請する。

４ 乙は、第１項の要請を受けたときは、臨床検査技師の派遣をするものとする。

５ 丙は、第２項及び第３項の要請を受けたときは、その要請事項について適切な

措置をとることとする。



（支援活動の実施に伴う調整等）

第３条 甲は、県災害対策本部の下に、保健医療調整本部を設置し、的確な支援活

動を行うため、臨床検査技師の派遣等について必要な調整等を行うものとする。

２ 第１項の調整等に際し、甲は、必要に応じて、乙に対し、保健医療調整本部の

運営への協力について要請することができるものとする。

３ 前項による要請があった場合は、乙は、可能な範囲で乙又は乙の会員の役職員

のうちから指定する者を保健医療調整本部の運営に協力させることとする。

（連絡担当者）

第４条 甲、乙及び丙は、本協定に関する連絡担当者を定めておくものとする。連

絡担当者に変更があった時には、速やかに相手側に報告するものとする。

（活動）

第５条 乙が派遣する臨床検査技師は、被災医療機関、市町村が開設する避難所や

医療救護所、その他甲が指定する場所において、医師の指示のもと次に掲げる事

項を行うものとする。

(１) 被災医療機関等での診療支援

ア 人員不足への対応

イ 病院検査室機能維持のための対応

(２) 避難所や車での生活者に対するDVT（深部静脈血栓症）検査

(３) その他、甲により依頼を受け、乙が対応可能と判断した事項

（臨床検査技師の移動手段）

第６条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、必要に応じて、臨床検査技

師の移動手段について、必要な措置をとるものとする。



（臨床検査薬等）

第７条 甲が丙に要請する臨床検査薬等は次のとおりとする。

(１) 臨床検査薬

(２) 臨床検査に必要とされる資器材

(３) 臨床検査に必要でその他甲が指定するもの

（臨床検査薬等の供給）

第８条 甲の要請に応じて、乙が派遣する臨床検査技師が使用する臨床検査薬等は、

当該臨床検査技師が携行するものの他、甲からの要請により、丙が供給するもの

とする。

２ 丙は甲から臨床検査薬等の供給要請及び輸送要請があったときは、その保有し、

又は手配可能な臨床検査薬等の供給、丙が手配するもの以外の臨床検査薬等の輸

送について、対応可能な範囲で優先的に応じるものとする。

３ 引き渡し場所については、甲が指定するものとし、甲の職員又は甲の指定する

者等が臨床検査薬等を確認のうえ、受領するものとする。

４ 甲は、丙が引渡し場所への輸送を円滑に実施できるよう、必要な措置をとるも

のする。

５ 丙は、引き渡し場所への輸送等において、事故が発生したときは、速やかにそ

の状況を甲に報告しなければならない。

（平時の活動）

第９条 甲と乙又は丙は本協定に基づく支援活動が災害時等において迅速かつ円滑

に行われるよう、平時から情報交換及び必要な訓練を行うよう努めるものとする。



（費用弁済）

第 10条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施した場合、又は丙が臨床検査薬

等を供給した場合並びに輸送を行った場合に要する次の費用は、甲が負担するも

のとする。

(１) 臨床検査技師の派遣に要する費用

(２) 臨床検査技師が携行した臨床検査薬等を使用した場合の実費

(３) 丙が手配し甲に供給した臨床検査薬等の実費と輸送費用

(４) 丙が手配するもの以外の臨床検査薬等を輸送した場合の費用

２ 前項に規定する費用については、災害救助法に基づく政令及び規則に準ずる。

（損害補償）

第 11条 甲は、甲の要請に基づき乙又は丙が派遣した者が、その業務に従事したた

めに死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、

「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例（平成 10

年条例第３号）」を準用し、甲がこれを補償する。この場合、同条例中「災害対策

基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 71 条の規定による従事命令又は協力命令」

とあるのは、「協定書第２条の要請」と読み替える。

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙又は丙の活動中の事故等に対応するため、

乙又は丙を対象とする損害保険に加入し、その保険料を負担する。

（他都道府県の臨床検査技師の受入れ）

第 12条 災害の規模及び状況を踏まえて、甲が、他都道府県等から臨床検査技師を

受け入れて対処することを決定した場合は、乙は臨床検査技師の受入れに係る調

整を行うものとする。



（他都道府県への臨床検査技師の派遣）

第 13条 他都道府県における災害発生時に、他都道府県等から甲に対して、臨床検

査技師の派遣依頼があり、甲が必要と認めた場合は、乙は臨床検査技師の派遣に

係る調整を行うものとする。

（他都道府県への臨床検査技師の派遣時の適用協定）

第 14条 前条の臨床検査技師の派遣においては、被災県の協定を適用する。

（活動報告）

第 15条 乙又は丙は、支援活動を実施したときは、活動終了後速やかに活動報告を

甲に行うものとする。

（細目）

第 16条 本協定を実施するための必要な事項については、別に定める。

（協議）

第 17 条 本協定に定めのない事項及び本協定の実施にあたって疑義を生じた事項

は、その都度甲、乙及び丙が協議のうえ定める。

（有効期間）

第 18条 この協定書の有効期間は、本協定の締結日から１年間とする。ただし、本

協定の有効期間満了の日の１ヶ月前までに甲、乙又は丙から書面による協定終了

の申出がない場合は、本協定は１年間延長され、その後も同様とする。






